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衆
議
院
議
員
鈴
木
克
昌
君
提
出
特
別
会
計
の
改
革
及
び
積
立
金
・
剰
余
金
の
活
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

道
路
整
備
特
別
会
計
、
港
湾
整
備
特
別
会
計
、
空
港
整
備
特
別
会
計
、
治
水
特
別
会
計
及
び
都
市
開
発
資
金
融
通
特
別
会

計
の
五
つ
の
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
や
民
間
事
業
者
か
ら
の
負
担
金
、
借
入
金
な
ど
が
あ
り
、
受
益
と
負

担
の
対
応
関
係
等
を
明
確
化
し
つ
つ
、
無
駄
を
排
除
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
特
別
会
計
を
平
成
二
十
年
度
ま
で
に

統
合
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

統
合
後
の
勘
定
区
分
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
措
置
を
今
後
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

産
業
投
資
特
別
会
計
産
業
投
資
勘
定
（
以
下
「
産
投
勘
定
」
と
い
う
。
）
は
、
産
業
の
開
発
及
び
貿
易
の
振
興
を
目
的
と

し
、
民
間
だ
け
で
は
十
分
に
リ
ス
ク
を
負
え
な
い
分
野
を
対
象
と
し
て
、
政
策
的
に
投
資
資
金
の
配
分
を
行
う
と
の
財
政
的

な
資
源
配
分
機
能
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。

具
体
的
な
投
資
対
象
に
つ
い
て
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
は
、

都
市
再
生
・
地
域
再
生
等
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
中
小
企
業
金
融
分
野
の
証
券
化
等
新
た
な
金
融
手
法
の
普
及
等
の
リ

一



ス
ク
を
伴
う
分
野
を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
間
だ
け
で
は
十
分
に
リ
ス
ク
を
負
え
な
い
分
野
は
引
き
続
き
存

在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
分
野
に
対
し
投
資
資
金
の
配
分
を
行
う
た
め
、
産
投
勘
定
の
業
務
を
引
き
続

き
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
産
投
勘
定
に
お
け
る
投
資
と
財
政
融
資
と
の
一
覧
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
等
の
効
果
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
か
ら
、
産
投
勘
定
の
業
務
は
、
平
成
二
十
年
度
ま
で
に
、
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
に
移
管
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
後
、
民
間
で
の
対
応
等
を
勘
案
の
上
で
、
一
定
期
間
経
過
後
、
産
投
勘
定
自
体
の
在
り
方
を
、
そ
の
存
否
も

含
め
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

特
別
会
計
の
剰
余
金
及
び
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
現
下
の
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
財
政
の
健
全
化
に
貢
献
す
る
よ

う
、
そ
れ
ら
の
必
要
性
等
に
つ
き
点
検
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
、
合
計
十
三
兆
八
千
三
百

十
二
億
円
の
剰
余
金
及
び
積
立
金
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
に
お
け
る
金
利
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
は
、
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

二



律
第
百
一
号
）
第
七
条
及
び
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
の
損
益
計
算
の
方
法
等
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
十
二
年
大
蔵
省
訓
令

第
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
総
資
産
の
千
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

し
て
き
た
が
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
、
特
別
会
計
改
革
及
び
資
産
・
債
務
改
革
を
で
き
る
だ
け
早
期
に
予
算
に
反
映

さ
せ
、
併
せ
て
国
債
残
高
抑
制
の
要
請
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
、
同
特
別
会
計
の
総
資
産
の
減
少
が
当
面
継
続
す
る
こ
と
を

踏
ま
え
れ
ば
、
総
資
産
に
対
す
る
金
利
変
動
準
備
金
の
割
合
の
考
え
方
を
維
持
し
つ
つ
も
、
同
準
備
金
の
一
部
を
同
特
別
会

て
ん

計
に
生
じ
た
損
失
の
補
填
以
外
の
目
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
て
、
同
特
別
会
計
か
ら
十
二
兆
円
を
国
債
整

理
基
金
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
、
国
債
残
高
の
圧
縮
に
充
て
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て
は
、
同
特
別
会
計
の
健
全
性
の
維
持
及
び
一
般
会
計
の
厳
し
い
財
政
事
情
を
総
合
的

に
勘
案
し
、
財
政
の
健
全
化
に
貢
献
す
る
た
め
、
平
成
十
七
年
度
に
生
じ
る
と
見
込
ま
れ
る
剰
余
の
う
ち
一
兆
六
千
二
百
二

十
億
円
を
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

産
業
投
資
特
別
会
計
、
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
及
び
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特
別
会
計
に
お
い
て
は
、
歳
出
を

厳
し
く
見
直
し
た
結
果
と
し
て
剰
余
が
生
じ
る
見
込
み
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
財
政
の
健
全
化
に
貢
献
す
る
た
め
、
産
業
投

資
特
別
会
計
か
ら
千
二
百
二
億
円
、
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
か
ら
五
百
九
十
五
億
円
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
措
置
特

三



別
会
計
か
ら
二
百
九
十
五
億
円
を
そ
れ
ぞ
れ
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
（
以
下
「
特
例
公
債
法
案
」
と

い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
か
ら
一
般
会
計
へ
の
繰
入
金
に
つ
い
て
は
、
一
般

会
計
の
収
支
の
改
善
に
寄
与
す
る
た
め
一
時
的
に
余
剰
資
金
の
有
効
活
用
を
図
る
観
点
か
ら
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
財

源
で
あ
る
電
源
開
発
促
進
税
は
電
源
開
発
促
進
税
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
費
用
（
以

下
「
特
定
費
用
」
と
い
う
。
）
に
充
て
る
た
め
課
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
は
特
定
費
用
に
充
て
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
か
ら
一
般
会
計
へ
の
繰
入
金
相
当
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
を
、

後
日
、
一
般
会
計
か
ら
同
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。

ま
た
、
特
例
公
債
法
案
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
れ
が
な
か
っ
た
と
し
た
場
合
に
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会

計
に
お
い
て
生
じ
て
い
た
と
見
込
ま
れ
る
運
用
収
入
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
一
般
会
計
か
ら
同
特
別
会
計
に

繰
り
入
れ
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。

四


